
車両消毒ポイントの一部閉鎖 

  

 

 

 

 

 

 

12 月 10 日 20 時に消毒ポイントの実施場所が変更になりました。 

【閉鎖した消毒ポイント】 

  ・ポイントA 国道7号酒田市広野（下り車線） 

  ・ポイントE 羽黒コミュニティーセンター 

 
 

 
 

 

 

・引き続き、制限区域内に出入する際、また制限区域内を通行す

る際は、畜産関係車両（飼料・堆肥運搬車、出荷車両等）はまん

延防止のため、上記消毒ポイントでの車両消毒をお願いします。 

 

 

令和４年１２月１１日 No.４８ 
庄 内 家 畜 保 健 衛 生 所 
庄内地区家畜畜産物衛生指導協会 
ＴＥＬ ０２３５（６８）２１５１ 
ＦＡＸ ０２３５（６６）２４６６ 

：3㎞移動制限 

：消毒ポイント 

：10㎞搬出制限 

No 場所
B 国道7号線、白山駐車帯
C 国道47号線、古関上り車線
D 鶴岡市藤島体育館

鶏に異状が認められた場合は速やかに連絡してください！ 

庄内家畜保健衛生所： 0235-68-2151 （夜間・休日は緊急携帯電話へ転送されます） 
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